
≪手続きの流れ≫

①ETCコーポレートカード

　⇒ETCカードは変更になりません、下記手続きのみ必要です

１、ETC車載器を変更した車両にセットアップをする（車両情報をETC車載器に登録する）

２、『ETC車載器変更届』に必要事項を記入する

３、必要書類を組合まで連絡をする

②UC・ETCカード

　⇒ETCカードは変更になりません、下記手続きのみ必要です

１、ETC車載器を変更した車両にセットアップをする（車両情報をETC車載器に登録する）

２、『ETC車載器変更届』に必要事項を記入する

３、必要書類を組合まで連絡をする

≪必要書類≫ ①②共通

１、ETC車載器変更届

２、ETC車載器を新たにセットアップした『セットアップ証明書』の写し

≪手続き方法≫ ①②共通

１、必要書類を郵送またはFAXまたはメールにて受付いたします

　◆郵送の場合◆ 　◆FAXまたはメールの場合◆

〒004-0842　札幌市清田区清田２条１丁目１－３５ FAX　：　011-885-9336

情報通信システム協同組合　ETCカード担当者宛て Mail　：　support@ics.or.jp

＊＊＊＊＊　ETC車載器変更　＊＊＊＊＊



情報通信システム 協同組合

事業本部　宛 事業本部　　〒004-0842

札幌市清田区清田2条1丁目1-35

TEL　０１１（８８５）９３４５
FAX　０１１（８８５）９３３６

申込日　　     　　 　年　 　　　月　　　 　日

 フリガナ

組合員番号  TEL  FAX

★申込車両数

※ 添付書類 ① 変更後の 〝ETC車載器セットアップ申込書・証明書〟（写）

連絡先

（　ETCコーポレートカード　、　UC・ETCカード　共通届　）

Ｅ Ｔ Ｃ 車 載 器 変 更 届

メール対応可 ⇒ support@ics.or.jp

会社名
（組合員名） ㊞

車 両 番 号 車 載 器 管 理 番 号
〔　　　　台〕

札幌 100 あ 1111 00005 00000008 000006

1
取付 前 車両

2

取付 前 車両

取付 後 車両 同　　上

取付 後 車両 同　　上

3

取付 前 車両

取付 後 車両 同　　上

4

取付 前 車両

取付 後 車両 同　　上

5

取付 前 車両

取付 後 車両 同　　上


